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〔
判
示
事
項
〕

公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
公
開
会
社
の
場
合
と

異
な
り
、
既
存
株
主
の
保
護
を
図
る
べ
く
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る

株
主
総
会
特
別
決
議
の
欠
缺
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
新
株
発

行
無
効
原
因
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る

〔
参
照
条
文
〕

会
社
法
一
九
九
条
二
項
・
八
二
八
条
一
項
二
号

〔
事

実
〕

Ａ
は
、
自
己
の
財
産
管
理
等
を
す
る
た
め
に
、
平
成
二
年
二
月
一

九
日
に
有
限
会
社
甲
を
、
同
年
八
月
二
四
日
に
有
限
会
社
乙
を
、
そ

れ
ぞ
れ
全
額
出
資
し
て
設
立
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
一
五
年
三
月
一

四
日
に
は
、
乙
社
が
全
額
出
資
し
て
株
式
会
社
Ｘ
が
設
立
さ
れ
（
代

表
取
締
役
に
Ａ
、
取
締
役
に
Ｂ
と
Ｃ
、
監
査
役
に
Ｄ
が
就
任
し
た
）、

同
社
は
Ａ
の
関
連
会
社
と
共
同
で
事
務
所
を
構
え
た
。
そ
の
後
、
Ａ

は
、
Ｂ
の
提
案
を
受
け
、
Ａ
の
財
産
管
理
等
を
目
的
と
し
て
平
成
一

七
年
二
月
一
〇
日
に
Ｘ
社
が
単
独
株
主
と
な
る
株
式
会
社
Ｙ
を
設
立

し
た
。
Ｙ
社
は
、
譲
渡
制
限
株
式
制
度
採
用
会
社
（
会
社
法
下
で
は

公
開
会
社
で
な
い
取
締
役
会
設
置
会
社
）
で
あ
り
、
発
行
可
能
株
式

総
数
は
八
〇
〇
株
、
設
立
時
発
行
株
式
数
は
二
〇
〇
株
で
あ
っ
た
。

Ｙ
社
に
お
い
て
は
、
当
初
Ａ
が
代
表
取
締
役
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

平
成
一
七
年
八
月
一
五
日
に
、
Ａ
は
代
表
取
締
役
を
辞
任
し
、
Ｂ
が

代
表
取
締
役
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
に
は
、
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[商
法

五
二
〇
]
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
募
集
事
項
を

決
定
す
る
株
主
総
会
特
別
決
議
の
欠
缺
は
、
特
段
の
事
情

が
な
い
限
り
新
株
発
行
無
効
原
因
と
な
る

（
横
浜
地
判
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
六
日

平
成
一
九
ワ
二
四
二
七
号
、
新
株
発
行
無
効
請
求
事
件

判
例
時
報
二
〇
九
二
号
一
四
八
頁

）



Ａ
は
取
締
役
も
辞
任
し
た
。
Ａ
の
辞
任
は
、
Ａ
が
Ｙ
社
の
代
表
者
を

務
め
て
い
る
と
内
部
者
取
引
規
制
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
る
旨
の
Ｂ

の
進
言
を
受
け
て
な
し
た
よ
う
で
あ
る
。

Ｂ
は
、
Ｘ
社
の
取
締
役
に
就
任
し
た
後
、
甲
社
や
乙
社
な
ど
Ａ
の

関
連
会
社
の
役
員
に
も
就
任
し
、
こ
れ
ら
の
会
社
の
財
務
関
係
の
処

理
等
に
従
事
し
て
お
り
、
Ｃ
を
指
示
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
一
方
、

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
は
、
四
人
で
定
期
的
に
Ｘ
社
等
の
Ａ
の
関
連

会
社
の
経
営
方
針
等
を
話
し
合
う
会
議
（
定
期
戦
略
会
議
）
を
行
っ

て
い
た
（
Ａ
は
、
仕
事
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
Ｂ
を
、
そ
の
業
績
や

経
歴
等
か
ら
信
頼
し
て
い
た
。
そ
し
て
Ａ
は
、
平
成
一
四
年
一
一
月

頃
か
ら
、
Ａ
の
関
連
会
社
の
経
理
や
財
産
管
理
を
Ｂ
に
委
ね
て
い
た
。

Ｃ
と
Ｄ
は
、
Ｂ
が
Ａ
に
紹
介
し
た
人
物
で
あ
る
）。

Ｂ
は
、
平
成
一
八
年
六
月
、
Ｃ
に
対
し
て
、
Ｙ
社
の
新
株
を
発
行

す
る
手
続
を
取
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
そ
こ
で
、
同
年
七
月
七
日
、

Ｃ
は
、
同
月
六
日
づ
け
で
、
Ｙ
社
の
発
行
済
株
式
総
数
を
六
〇
〇
株
、

資
本
金
の
額
を
三
〇
〇
〇
万
円
に
変
更
す
る
登
記
手
続
を
な
し
た

（
本
件
新
株
発
行
）。
そ
の
際
、
Ｃ
は
、
本
件
新
株
発
行
が
承
認
さ
れ

た
旨
の
同
年
六
月
二
〇
日
づ
け
臨
時
株
主
総
会
議
事
録
を
申
請
書
類

の
一
つ
と
し
て
提
出
し
た
。
こ
の
臨
時
株
主
総
会
議
事
録
に
は
、
募

集
株
式
数
を
四
〇
〇
株
、
払
込
金
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
、
発
行
価
額

を
一
株
五
万
円
、
増
加
す
る
資
本
金
の
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
、
募
集

株
式
の
発
行
方
法
と
し
て
Ｂ
が
四
〇
〇
株
す
べ
て
の
引
受
権
を
取
得

す
る
旨
、
払
込
期
日
を
同
年
七
月
七
日
と
す
る
旨
等
が
記
載
さ
れ
て

い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
決
議
を
な
し
た
と
さ
れ
る
臨
時
株
主
総
会
は

開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
は
、
Ａ
に
対
し
て
、
本

件
新
株
発
行
手
続
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
な
か
っ
た
。

Ｂ
は
、
平
成
一
一
年
九
月
当
時
、
経
理
担
当
理
事
と
し
て
勤
務
し

て
い
た
丙
病
院
の
診
療
報
酬
等
約
三
八
〇
〇
万
円
を
横
領
し
た
嫌
疑

で
、
同
一
九
年
一
月
一
二
日
に
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
Ａ

は
、
Ｘ
社
お
よ
び
Ａ
の
関
連
会
社
の
経
理
に
つ
い
て
税
理
士
に
調
査

を
依
頼
し
た
。
Ｘ
社
は
、
上
記
調
査
に
よ
っ
て
、
Ａ
に
無
断
で
Ｂ
が

本
件
新
株
発
行
を
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
本
件
新
株
発
行
を

無
効
と
す
る
こ
と
あ
る
い
は
本
件
新
株
発
行
の
不
存
在
確
認
を
求
め

て
Ｙ
社
を
被
告
と
す
る
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。

〔
判

旨
〕

｢Ｘ
社
は
、
本
件
新
株
発
行
が
Ｙ
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を

経
ず
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
無
効
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

そ
こ
で
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
、
新
株
発
行
が
、
株
主

総
会
の
特
別
決
議
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
無
効
事
由
と
な
る
か

を
検
討
す
る
に
、
新
株
発
行
が
会
社
の
業
務
執
行
に
準
ず
る
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
が
新
株
を
発
行

し
た
場
合
に
は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
ず
に
発
行
さ
れ
た
も

法学研究 85 巻 3 号（2012：3）

102



の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
瑕
疵
は
、
新
株
発
行
無
効
の
原
因
と
は
な
ら

な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
会
社
法
上
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
は
、

公
開
会
社
と
は
異
な
り
、
新
株
発
行
無
効
の
訴
え
の
出
訴
期
間
が
新

株
発
行
の
効
力
が
生
じ
た
日
か
ら
一
年
以
内
と
伸
張
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
、
こ
れ
は
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
株
主
総
会
が
開
催

さ
れ
ず
に
新
株
が
発
行
さ
れ
た
場
合
、
株
主
総
会
が
実
際
に
開
催
さ

れ
る
ま
で
は
、
株
主
が
新
株
発
行
の
事
実
を
知
る
機
会
が
乏
し
く
、

新
株
発
行
の
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
出
訴
期
間
を
経
過
し
て
し
ま

う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
た
め
、
株
主
総
会
が
年
一
回
開
催
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
出
訴
期
間
を
一
年
間
に
伸
張
し

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
株
式
譲
渡
制
限
会

社
と
公
開
会
社
を
明
確
に
区
別
し
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
つ
い
て
、

既
存
株
主
の
利
益
保
護
に
も
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
株
式
譲
渡
制

限
会
社
に
お
い
て
は
、
発
行
さ
れ
た
新
株
が
転
々
流
通
す
る
頻
度
は

必
ず
し
も
高
く
な
い
と
思
わ
れ
る
（
特
に
、
新
株
発
行
無
効
の
訴
え

の
出
訴
期
間
内
に
株
式
が
頻
繁
に
流
通
す
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
し

難
い
。）
こ
と
、
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
新
株
を
発
行
す
る

場
合
、
公
開
会
社
の
場
合
と
異
な
り
、
株
主
に
対
し
て
新
株
の
募
集

事
項
を
通
知
ま
た
は
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
が
な
く
、

株
主
総
会
以
外
に
、
株
主
が
新
株
の
発
行
を
や
め
る
こ
と
の
請
求
を

す
る
機
会
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
既
存

株
主
の
保
護
を
図
る
べ
く
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
ず
に
新
株

が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
無
効
事
由

と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

上
記
…
…
認
定
の
と
お
り
、
Ｙ
社
は
、
株
式
の
譲
渡
に
は
取
締
役

会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
全
株
式
譲
渡
制
限
会
社
で
あ
る
と
こ
ろ
、

本
件
新
株
発
行
を
承
認
す
る
旨
の
同
年
六
月
二
〇
日
の
臨
時
株
主
総

会
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を

経
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
新
株
発
行
は
、
原
則
と
し

て
、
無
効
と
な
る
。」

｢上
記
…
…
認
定
の
と
お
り
、
Ａ
の
資
産
管
理
の
た
め
に
、
Ａ
が

全
額
出
資
し
て
乙
社
が
、
乙
社
が
全
額
出
資
し
て
Ｘ
社
が
、
Ｘ
社
が

全
額
出
資
し
て
Ｙ
社
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
て
お
り
、
本
件
新
株
発

行
が
さ
れ
た
当
時
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
の
単
独
株
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
本

件
新
株
発
行
に
際
し
て
、
Ａ
が
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

本
件
新
株
発
行
を
無
効
と
し
て
ま
で
株
主
の
保
護
を
図
る
必
要
は
な

い
。…

…
（
中
略
）
…
…

以
上
の
事
情
か
ら
す
る
と
、
本
件
新
株
発
行
が
、
内
部
者
取
引
規

制
に
抵
触
す
る
懸
念
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
に
、
Ｙ
社
が
本
件
新
株
発
行
を
行
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
も
見
受
け
ら
れ
な
い
し
、
Ｙ
社
が
、
Ａ
の

資
産
管
理
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
こ
と
も
考
え
る
と
、

Ａ
が
、
自
己
の
持
分
比
率
を
下
げ
る
よ
う
な
本
件
新
株
発
行
に
同
意

し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
上
記
の
と
お
り
、
Ｂ
が
、
本
件
新
株
発

行
に
つ
き
不
合
理
な
理
由
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
Ｂ
が
、

Ａ
に
対
し
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い
て
報
告
し
、
Ａ
が
こ
れ
を
承
諾

し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
新
株
発
行
は
、
Ａ
の
承
諾
を
得
な
い
ま
ま
、

Ｙ
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
ず
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
無
効
で
あ
る
。」

〔
研

究
〕

一

本
件
新
株
発
行
は
、
Ｂ
に
対
す
る
第
三
者
割
当
の
方
法
で
行
わ

れ
て
い
る
（
本
件
新
株
発
行
の
手
続
を
実
際
に
行
っ
た
Ｃ
の
Ｙ
社
に

お
け
る
地
位
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｃ
は
同
社
の
代
表
取
締
役

で
あ
る
Ｂ
の
指
示
に
従
っ
て
手
続
を
遂
行
し
た
の
で
あ
り
、
本
件
新

株
発
行
は
Ｙ
社
代
表
取
締
役
が
行
っ
た
と
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
に

な
る
）。
Ｙ
社
は
公
開
会
社
（
会
二
条
五
号
）
で
な
い
株
式
会
社
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
件
新
株
発
行
に
は
、
そ
の
募
集
事
項
（
会
一

九
九
条
一
項
）
を
決
定
す
る
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
（
会

一
九
九
条
二
項
・
三
〇
九
条
二
項
五
号
）。
し
か
し
、
そ
の
旨
の
決

議
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
を
前
提
に
し
て
、
本
判
決

は
、「
株
式
譲
渡
制
限
会
社
に
お
い
て
は
、
公
開
会
社
と
は
異
な
り
、

…
…
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
ず
に
新
株
が
発
行
さ
れ
た
場
合

に
は
、
…
…
、
無
効
事
由
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

と
判
示
す
る
。
そ
の
理
由
づ
け
か
ら
も
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会

社
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
本
件
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
判
平
成
二
二
年
六
月
二
九
日

金
融
・
商
事
判
例
一
三
六
〇
号
一
六
頁
）
は
、
本
判
決
要
旨
を
引
用

し
た
上
で
控
訴
を
棄
却
し
て
い
る
。

二

本
件
事
案
に
関
連
す
る
限
度
で
、
新
株
発
行
法
制
の
変
遷
を
簡

単
に
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。

昭
和
二
五
年
に
授
権
資
本
制
度
が
導
入
さ
れ
、
発
行
可
能
株
式
総

数
か
ら
発
行
済
株
式
総
数
を
減
じ
て
得
た
株
式
数
の
範
囲
内
に
お
い

て
は
、
原
則
と
し
て
取
締
役
会
に
新
株
発
行
権
限
が
属
す
る
こ
と
に

な
っ
た
（
同
年
改
正
商
法
二
八
〇
条
の
二
）。
そ
の
後
、
昭
和
四
一

年
改
正
商
法
（
二
八
〇
条
の
二
第
一
項
八
号
二
項
）
は
、
有
利
発
行

を
な
す
に
は
株
主
総
会
特
別
決
議
を
要
す
る
と
し
た
。
同
年
改
正
で

は
、
定
款
に
よ
る
譲
渡
制
限
株
式
制
度
が
新
設
さ
れ
た
（
同
年
改
正

商
法
二
〇
四
条
一
項
但
書
・
二
〇
四
条
の
二
〜
二
〇
四
条
の
五
。
な

お
、
平
成
一
七
年
会
社
法
ま
で
は
、
譲
渡
制
限
株
式
を
種
類
株
式
と

し
て
発
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
）。
そ
し
て
、
平
成
二
年
改
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正
商
法
（
二
八
〇
条
の
五
の
二
第
一
項
）
は
、
譲
渡
制
限
株
式
制
度

採
用
会
社
の
場
合
に
は
、
株
主
の
（
抽
象
的
）
新
株
引
受
権
を
法
定

し
、
株
主
割
当
以
外
の
方
法
で
新
株
を
発
行
す
る
に
は
株
主
総
会
特

別
決
議
を
要
す
る
と
定
め
た
。
株
式
に
流
動
性
が
な
い
会
社
に
お
い

て
は
、
既
存
株
主
の
持
株
比
率
の
維
持
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら

で
あ
る
（
龍
田
節
『
新
版
注
釈
会
社
法
・
補
巻
（
平
成
二
年
改
正
）』

〔
一
九
九
二
年
〕
二
三
七
〜
二
三
八
頁
）。
会
社
法
で
は
、
授
権
資
本

制
度
は
公
開
会
社
に
の
み
適
用
さ
れ
（
会
二
〇
一
条
一
項
）、
前
述

（
一
）
の
よ
う
に
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
で
は
、
株
主
総
会

特
別
決
議
で
募
集
事
項
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
、

株
主
割
当
の
場
合
の
会
二
〇
二
条
三
項
一
号
二
号
参
照
）。

三

以
上
の
よ
う
な
法
規
整
の
変
遷
を
前
提
に
、
平
成
二
年
商
法
改

正
以
降
に
お
け
る
譲
渡
制
限
株
式
制
度
採
用
会
社
（
公
開
会
社
で
な

い
株
式
会
社
）
に
つ
い
て
、
本
件
同
様
に
新
株
発
行
の
無
効
が
認
め

ら
れ
た
裁
判
例
の
事
案
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

①
東
京
高
判
平
成
一
二
年
八
月
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
四
二
号

二
三
四
頁
（
原
審
判
決
・
新
潟
地
裁
三
条
支
判
平
成
一
二
年
一
月
二

八
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
四
二
号
二
三
七
頁
も
同
旨
）
は
、
被
告
会

社
の
発
行
済
株
式
総
数
一
〇
〇
株
の
う
ち
一
五
株
を
有
す
る
原
告
に

秘
匿
す
る
形
で
行
わ
れ
た
二
回
の
新
株
発
行
（
発
行
数
は
三
〇
〇
株

と
六
〇
〇
株
。
最
低
資
本
金
制
度
適
用
に
伴
う
増
資
）
を
無
効
と
し

た
。
取
締
役
会
決
議
に
基
づ
く
株
主
割
当
で
あ
っ
た
が
、
被
告
会
社

代
表
者
の
関
係
者
だ
け
が
株
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
（
そ
の
時
点

で
株
主
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
者
を
含
む
）。

②
東
京
地
判
平
成
一
八
年
一
〇
月
一
七
日
2006W
LJPCA
10170

004･LLI06134171
は
、
被
告
会
社
の
発
行
済
株
式
総
数
六
八
〇
〇

株
の
う
ち
四
〇
〇
〇
株
を
有
す
る
原
告
に
新
株
引
受
権
の
通
知
（
平

成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
八
〇
条
の
五
）
を
な
さ
ず
に
行
わ
れ
た
二

回
の
新
株
発
行
（
合
計
で
一
五
〇
〇
株
が
引
き
受
け
ら
れ
、
発
行
さ

れ
て
い
る
）
を
無
効
と
し
た
。
二
回
目
の
新
株
発
行
を
決
議
す
る
取

締
役
会
は
不
存
在
で
あ
り
、
二
回
と
も
株
主
割
当
と
し
て
行
わ
れ
た

が
株
主
で
な
い
者
に
も
新
株
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。

③
東
京
地
判
平
成
一
九
年
一
月
三
一
日
2007W
LJPCA
01318

034･LLI06230473
の
事
案
は
、
被
告
会
社
に
は
公
募
に
よ
っ
て
新

株
を
発
行
す
る
決
議
が
な
さ
れ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
取
締
役
会
議
事

録
（
平
成
一
七
年
一
月
三
一
日
づ
け
）
が
あ
り
、
発
行
済
株
式
総
数

を
一
万
六
〇
〇
〇
株
増
加
す
る
登
記
も
な
さ
れ
た
が
、
当
該
新
株
発

行
に
関
す
る
株
主
総
会
の
特
別
決
議
は
存
在
せ
ず
、
当
該
新
株
発
行

前
の
発
行
済
株
式
総
数
二
万
株
の
う
ち
一
万
六
九
〇
〇
株
を
有
す
る

原
告
に
新
株
引
受
権
の
通
知
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
当
該
新
株
発
行

は
、
原
告
の
株
式
数
を
役
員
解
任
決
議
が
で
き
な
い
割
合
に
ま
で
低

下
さ
せ
る
目
的
で
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
認
で
き
た
。
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④
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
七
月
二
三
日
2008W
LJPCA
07238

003
の
事
案
で
は
、
被
告
会
社
は
、
一
〇
か
月
以
上
前
に
同
社
創
設

者
で
あ
る
前
代
表
取
締
役
Ｌ
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

株
主
名
簿
上
の
株
主
で
あ
る
Ｌ
（
一
八
〇
株
）
お
よ
び
代
表
取
締
役

Ｍ
（
二
〇
株
）
に
対
し
一
株
に
つ
き
二
株
の
割
合
で
新
株
引
受
権
を

割
り
当
て
る
取
締
役
会
決
議
を
行
い
、
申
込
期
日
ま
で
に
Ｌ
か
ら
の

申
込
が
な
か
っ
た
と
し
て
Ｍ
に
失
権
株
全
部
を
割
り
当
て
た
こ
と
に

よ
り
、
新
株
発
行
後
の
発
行
済
株
式
総
数
六
〇
〇
株
の
う
ち
四
二
〇

株
を
Ｍ
が
、
一
八
〇
株
を
亡
Ｌ
（
そ
の
承
継
人
）
が
所
有
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
当
該
新
株
発
行
は
、
著
し
く
不
公
正
な
方
法
に
よ
る
も

の
と
認
め
ら
れ
（
差
止
事
由
）、
さ
ら
に
、
割
当
日
公
告
（
平
成
一

七
年
改
正
前
商
法
二
八
〇
条
の
四
第
三
項
）
を
欠
い
て
行
わ
れ
て
い

た
。⑤

東
京
地
判
平
成
二
〇
年
九
月
三
〇
日
2008W
LJPCA
09308

009
は
、
発
行
済
株
式
総
数
が
三
〇
〇
〇
株
の
特
例
有
限
会
社
で
あ

る
被
告
会
社
が
行
っ
た
新
株
発
行
（
五
万
三
〇
〇
〇
株
）
を
無
効
と

し
た
（
新
株
発
行
手
続
に
会
社
法
が
適
用
さ
れ
る
事
例
）。
新
株
発

行
に
あ
た
っ
て
各
株
主
に
通
知
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
際

に
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
臨
時
株
主
総
会
で
の
決
議
に
基
づ
い
て
、

被
告
会
社
株
二
〇
〇
株
を
所
有
す
る
原
告
は
、
被
告
会
社
に
対
す
る

債
権
を
現
物
出
資
し
て
新
株
の
う
ち
三
万
五
〇
〇
株
を
引
き
受
け
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
告
は
そ
の
よ
う
な
合
意
を
な
し

て
お
ら
ず
、
被
告
会
社
も
、
債
務
超
過
に
陥
っ
た
の
で
固
定
負
債
を

解
消
す
る
た
め
に
原
告
の
承
諾
を
受
け
な
い
ま
ま
形
式
的
に
新
株
発

行
を
行
っ
た
と
す
る
書
類
を
整
え
て
登
記
手
続
を
し
た
旨
を
自
白
し

て
い
る
。

②
③
④
は
過
半
数
の
株
式
を
所
有
す
る
大
株
主
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
に
支
配
権
奪
取
を
試
み
た
不
公
正
発
行
の
事
案
で
あ
る
。
③
は
公

募
に
よ
る
新
株
発
行
な
の
で
株
主
総
会
特
別
決
議
を
要
し
、
被
告
会

社
は
そ
の
旨
の
決
議
が
な
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う

な
決
議
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
②
④
は
実
質
的

に
は
第
三
者
割
当
で
あ
る
が
、
株
主
割
当
と
し
て
株
主
総
会
で
決
議

す
る
こ
と
な
く
手
続
が
進
め
ら
れ
た
。
前
述
（
二
）
の
よ
う
に
、
平

成
一
七
年
商
法
改
正
前
に
は
、
譲
渡
制
限
株
式
制
度
採
用
会
社
の
株

主
に
は
新
株
引
受
権
が
法
定
さ
れ
て
お
り
、
株
主
割
当
以
外
の
方
法

で
新
株
を
発
行
す
る
に
は
株
主
総
会
特
別
決
議
を
要
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
②
③
④
は
大
株
主
の
新
株
引
受
権
を
無
視
し
て
行
わ
れ
た
新

株
発
行
の
事
例
で
あ
る
（
後
述
五
参
照
）。
不
公
正
発
行
を
無
効
原

因
と
す
る
所
説
に
立
た
な
く
て
も
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
の

株
主
に
新
株
引
受
権
を
法
定
し
た
趣
旨
（
前
述
二
参
照
）
か
ら
、
こ

れ
ら
の
判
決
が
新
株
発
行
を
無
効
と
し
た
結
論
は
妥
当
で
あ
ろ
う

（
龍
田
・
前
掲
二
四
四
〜
二
四
五
頁
参
照
）。
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①
は
株
主
割
当
と
し
て
株
主
総
会
で
決
議
す
る
こ
と
な
く
手
続
が

進
め
ら
れ
た
が
、
少
数
株
主
で
あ
る
原
告
に
秘
匿
す
る
形
で
行
わ
れ
、

被
告
会
社
代
表
者
の
関
係
者
だ
け
が
株
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

少
数
株
主
で
あ
っ
て
も
法
定
の
新
株
引
受
権
を
有
す
る
以
上
、
新
株

引
受
権
を
無
視
し
て
行
わ
れ
た
新
株
発
行
に
は
瑕
疵
が
あ
る
。
当
該

事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
そ
の
瑕
疵
の
程
度
は
看
過
で
き
な
い
程
度

で
あ
る
、
と
し
て
新
株
発
行
を
無
効
と
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
結

論
も
妥
当
と
い
え
よ
う
（
久
保
田
安
彦
「
①
判
例
研
究
」
判
例
タ
イ

ム
ズ
一
一
一
七
号
〔
二
〇
〇
三
年
〕
七
八
頁
）。

⑤
判
決
は
、
株
主
総
会
特
別
決
議
の
欠
缺
は
新
株
発
行
（
第
三
者

割
当
に
該
当
す
る
）
の
無
効
原
因
だ
と
し
た
（
会
社
法
適
用
事
例
）。

も
っ
と
も
、
⑤
は
勝
手
に
株
主
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
①
〜
④
と

は
当
事
者
の
利
益
状
況
が
異
な
る
。

四

本
件
新
株
発
行
は
、
代
表
取
締
役
が
行
っ
て
い
る
の
で
一
応
有

効
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
山
本
爲
三
郎
「
新
株
発
行
の
法
的
性
質
を
め

ぐ
っ
て
」
法
学
研
究
七
〇
巻
一
号
〔
一
九
九
七
年
〕
九
八
頁
参
照
）。

た
だ
し
、
本
件
事
案
で
は
、
実
質
的
に
Ａ
が
所
有
す
る
Ｙ
社
（
公
開

会
社
で
な
い
株
式
会
社
）
に
お
い
て
、
発
行
済
株
式
総
数
の
二
倍
の

数
の
新
株
が
第
三
者
割
当
で
同
社
の
代
表
取
締
役
で
あ
る
Ｂ
に
発
行

さ
れ
て
い
る
。
認
定
事
実
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
点
も
あ
る
が
、
Ａ

か
ら
信
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
利
用
し
て
、
Ｂ
は
、
言
葉
巧
み
に
Ａ

を
同
社
取
締
役
か
ら
退
任
さ
せ
、
同
社
に
お
い
て
株
主
総
会
特
別
決

議
を
成
立
さ
せ
る
に
足
る
同
社
新
株
を
、
Ａ
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う

に
、
取
得
し
て
い
る
。
Ａ
は
、
別
件
で
Ｂ
が
逮
捕
さ
れ
た
の
で
税
理

士
に
調
査
さ
せ
、
本
件
新
株
発
行
の
事
実
を
把
握
し
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
で
、
Ａ
は
本
件
新
株
発
行
を
知
ら
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
Ａ
が
乙
社
を
介
し
て
実
質
的
に
所
有
す
る
Ｘ
社

は
、
Ｙ
社
の
唯
一
の
株
主
と
し
て
株
主
総
会
で
本
件
募
集
事
項
を
決

定
あ
る
い
は
否
決
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と

も
Ｙ
社
は
公
開
会
社
で
な
い
の
で
、
同
社
の
株
主
は
そ
の
持
株
比
率

を
維
持
す
る
利
益
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
新
株
発
行
を
無
効
と
し
た
本
判
決
の
判
断
は
正
当
で
あ
ろ
う
（
川

島
い
づ
み
「
本
判
決
研
究
」
金
融
・
商
事
判
例
一
三
六
八
号
〔
二
〇

一
一
年
〕
五
頁
、
洲
崎
博
史
「
本
判
決
評
論
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク

ス

〔
二
〇
一
一
年
〕
八
八
頁
）。
こ
れ
は
上
掲
の
裁
判
例
の
流

no.
43

れ
に
も
一
致
す
る
。

そ
し
て
、
本
判
決
は
、
こ
の
結
論
を
導
く
理
由
と
し
て
、
公
開
会

社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
株
主
総
会
特
別
決
議
の
欠
缺
は
新

株
発
行
の
無
効
原
因
に
な
る
と
す
る
。

五

前
掲
①
②
③
判
決
は
、
原
告
株
主
が
有
す
る
新
株
引
受
権
の
無

視
を
柱
に
そ
の
瑕
疵
の
程
度
が
重
大
だ
と
し
て
新
株
発
行
を
無
効
と

し
て
い
る
。
平
成
一
七
年
商
法
改
正
前
に
は
、
授
権
資
本
制
度
の
枠
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内
で
取
締
役
会
に
新
株
発
行
権
限
が
属
す
る
一
方
、
譲
渡
制
限
株
式

制
度
採
用
会
社
の
株
主
に
は
（
抽
象
的
）
新
株
引
受
権
が
法
定
さ
れ

て
い
た
。
取
締
役
会
が
新
株
発
行
を
決
議
す
る
と
、
そ
れ
は
当
然
に

株
主
割
当
で
あ
り
、
各
株
主
は
具
体
的
新
株
引
受
権
を
取
得
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
（
倉
沢
康
一
郎
『
新
版
注
釈
会
社
法
⑺
』〔
一

九
八
七
年
〕
一
七
〇
頁
参
照
）。
株
主
割
当
以
外
の
方
法
で
新
株
を

発
行
す
る
に
は
そ
の
旨
の
株
主
総
会
特
別
決
議
を
要
し
た
。
こ
の
株

主
総
会
決
議
な
く
し
て
な
さ
れ
た
取
締
役
会
に
よ
る
新
株
発
行
の
決

定
は
、
株
主
割
当
と
し
て
有
効
で
あ
っ
て
具
体
的
新
株
引
受
権
の
発

生
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
各
株
主
の
新
株
引
受
権
に
基

づ
い
て
新
株
を
割
り
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
株
主
に
新
株

引
受
権
行
使
の
機
会
を
与
え
ず
株
主
割
当
以
外
の
方
法
で
新
株
を
発

行
し
た
点
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
具
体
的
新
株
引

受
権
の
無
視
が
新
株
発
行
無
効
原
因
と
解
さ
れ
る
。
株
主
総
会
決
議

の
欠
缺
は
具
体
的
新
株
引
受
権
を
無
視
す
る
消
極
的
な
契
機
に
過
ぎ

な
い
（
久
保
田
・
前
掲
七
七
頁
）。

こ
れ
に
対
し
て
会
社
法
で
は
、
株
主
割
当
が
「
株
主
に
株
式
の
割

当
て
を
受
け
る
権
利
を
与
え
る
」（
株
主
に
具
体
的
新
株
引
受
権
を

与
え
る
）
場
合
と
整
理
し
直
さ
れ
て
い
る
（
会
二
〇
二
条
）。
株
主

は
法
定
の
抽
象
的
新
株
引
受
権
を
有
さ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

会
社
法
は
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
既
存
株
主

の
持
株
比
率
維
持
の
利
益
を
法
的
に
肯
定
し
（
会
二
〇
二
条
三
項
一

号
二
号
参
照
）、
新
株
発
行
の
募
集
事
項
決
定
権
限
を
原
則
と
し
て

株
主
総
会
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
（
会
一
九
九
条
二
項
。
会
二
〇
一
条

一
項
対
照
）。
既
存
株
主
は
、
株
主
総
会
決
議
を
通
し
て
、
持
株
比

率
を
維
持
で
き
る
株
主
割
当
に
よ
る
新
株
発
行
を
選
択
で
き
る
（
そ

の
旨
の
決
議
に
よ
っ
て
各
株
主
は
具
体
的
新
株
引
受
権
を
取
得
す

る
）。
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
で
は
、
新
株
発
行
の
機
動
性
を

優
先
す
る
授
権
資
本
制
度
が
適
用
さ
れ
ず
、
株
主
総
会
に
新
株
発
行

権
限
が
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
株
主
の
持
株
比
率
維
持
の
利
益

が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
会
社
法
の
適
用
を

受
け
る
本
件
で
は
、
募
集
事
項
を
定
め
る
株
主
総
会
決
議
が
新
株
発

行
規
整
の
要
と
さ
れ
、
そ
の
欠
缺
の
法
的
効
果
が
問
題
と
さ
れ
る
。

六

新
株
発
行
無
効
訴
訟
の
制
度
は
、
発
行
行
為
が
代
表
権
を
有
す

る
取
締
役
に
よ
り
な
さ
れ
れ
ば
一
応
新
株
発
行
の
効
力
を
認
め
た
上

で
、
当
該
発
行
行
為
に
（
個
別
の
引
受
人
の
問
題
で
は
な
い
）
社
団

法
上
の
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
、
一
体
と
し
て
の
新
株
発
行
の
効
力
を

将
来
に
向
か
っ
て
奪
う
も
の
で
あ
る
（
山
本
爲
三
郎
『
会
社
法
の
考

え
方
〈
第
８
版
〉』〔
二
〇
一
一
年
〕
三
二
五
〜
三
二
六
頁
）。
発
行

行
為
の
瑕
疵
が
す
べ
て
無
効
原
因
と
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

新
株
発
行
無
効
の
訴
え
は
、
既
存
株
主
と
株
式
引
受
人
と
の
利
益
調

整
の
役
割
を
果
た
す
社
団
法
上
の
仕
組
み
だ
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
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る
（
山
本
・
前
掲
書
三
二
九
頁
）。

本
判
決
は
、
公
開
会
社
と
対
比
し
て
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社

の
特
性
と
そ
れ
に
基
づ
く
法
規
整
を
縷
々
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

重
要
な
の
は
、
会
社
法
が
、
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
は
授
権

資
本
制
度
を
適
用
せ
ず
、
株
主
総
会
に
新
株
発
行
権
限
を
帰
属
さ
せ

て
い
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
（
説
明
不
足
の
感
は
否
め
な
い
が
、
本
判
決

も
そ
の
趣
旨
で
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決

が
挙
げ
る
出
訴
期
間
一
年
伸
長
等
の
理
由
を
格
別
に
採
り
挙
げ
て
そ

れ
ぞ
れ
理
由
に
な
り
う
る
か
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
は
相
当
で
は

な
い
）。
こ
の
点
、
⑤
判
決
は
、「
非
公
開
会
社
に
お
い
て
は
、
募
集

株
式
を
発
行
す
る
場
合
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
と
こ
ろ

（
会
社
法
一
九
九
条
二
項
、
三
〇
九
条
二
項
五
号
）、
法
が
こ
の
よ
う

に
特
別
決
議
を
要
す
る
と
し
て
い
る
趣
旨
は
、
非
公
開
会
社
に
お
い

て
は
株
主
の
持
分
比
率
の
維
持
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
法
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
非
公
開
会
社
に
お
い
て
、
新
株

発
行
に
当
た
っ
て
株
主
総
会
に
お
け
る
特
別
決
議
を
経
て
い
な
い
場

合
、
新
株
発
行
に
は
無
効
原
因
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と

判
示
し
て
い
る
。
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
前
述

の
よ
う
に
、
既
存
株
主
の
持
株
比
率
維
持
の
利
益
が
法
的
に
肯
定
さ

れ
、
新
株
発
行
の
募
集
事
項
決
定
権
限
は
原
則
と
し
て
株
主
総
会
に

属
す
る
。
ま
た
、
本
判
決
は
新
株
発
行
行
為
を
業
務
執
行
に
準
じ
る

行
為
だ
と
把
握
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
授
権
資
本
制
度
が
適
用

さ
れ
な
い
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
社
団
法
上
の

行
為
で
あ
る
本
質
こ
そ
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
公
開
会
社

で
な
い
株
式
会
社
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
株
主
総
会
の
新
株
発
行

権
限
の
趣
旨
か
ら
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺

は
新
株
発
行
無
効
原
因
と
解
さ
れ
よ
う
（
山
本
・
前
掲
書
三
三
〇
頁
、

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
・
第
４
版
』〔
二
〇
一
一
年
〕
七
一
四

〜
七
一
五
頁
注
（
４
））。

な
お
、
新
株
引
受
権
の
無
視
を
無
効
原
因
と
解
し
て
い
た
平
成
一

七
年
改
正
前
に
は
、
そ
の
無
視
の
程
度
を
考
慮
す
べ
き
か
が
議
論
さ

れ
て
い
た
（
た
だ
し
、
平
成
二
年
商
法
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
定
款

に
任
意
に
定
め
ら
れ
た
株
主
の
新
株
引
受
権
と
、
同
年
改
正
後
に
お

け
る
法
定
の
新
株
引
受
権
と
を
、
区
別
す
る
べ
き
か
否
か
は
深
く
議

論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
個
別
の
株
主
が
有
す

る
具
体
的
新
株
引
受
権
の
無
視
を
、
新
株
発
行
の
社
団
法
上
の
瑕
疵

と
評
価
で
き
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
（
倉
沢
・
前
掲

一
七
二
〜
一
七
三
頁
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
募
集
事
項
を
決
定

す
る
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
は
そ
れ
自
体
社
団
法
上
の
瑕
疵
で
あ
る
。

不
公
正
発
行
に
あ
た
る
か
や
、
実
質
的
に
無
視
さ
れ
た
株
主
数
、
そ

の
株
式
数
・
持
株
比
率
な
ど
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、

判 例 研 究

109



募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議
が
な
け
れ
ば
無
効
原
因
と
な

る
と
考
え
て
よ
い
。

七

前
掲
④
判
決
は
、
最
判
平
成
九
年
一
月
二
八
日
民
集
五
一
巻
一

号
七
一
頁
を
参
照
し
、
不
公
正
発
行
で
あ
り
か
つ
割
当
日
公
告
を
欠

く
か
ら
新
株
発
行
無
効
原
因
が
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
④
は
、
大
株
主
の
死
亡
に
乗
じ
た
会
社
支
配
権
奪
取
の
事
案

で
あ
り
、
被
相
続
人
で
あ
る
原
告
株
主
の
新
株
引
受
権
を
実
質
的
に

無
視
し
た
点
が
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
不
公
正
発
行
（
差
止
事

由
）
と
な
る
新
株
発
行
に
つ
き
公
示
（
割
当
日
公
告
）
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
、
原
告
株
主
は
株
主
名
簿
を
書
き
換
え
て
新
株
発
行
差

止
請
求
を
な
す
機
会
を
失
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
事
案
の
本
質
は

②
事
案
や
③
事
案
と
同
様
に
新
株
引
受
権
の
無
視
に
存
す
る
。
株
主

に
新
株
引
受
権
が
認
め
ら
れ
な
い
公
開
会
社
の
場
合
と
同
じ
く
扱
う

の
は
、
表
層
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
平
成
九
年
最
判
（
被
告
会
社
が

譲
渡
制
限
株
式
制
度
を
採
用
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
）
も
同
様
の

判
旨
の
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
七
日
金
融
・
商
事
判
例
一
〇
五
七

号
一
五
頁
（
被
告
会
社
は
譲
渡
制
限
株
式
制
度
採
用
会
社
）
も
、
平

成
二
年
改
正
商
法
施
行
前
の
事
例
で
あ
り
、
譲
渡
制
限
株
式
制
度
採

用
会
社
の
株
主
に
新
株
引
受
権
は
法
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
④
事

例
に
平
成
九
年
最
判
を
引
用
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
（
北
村
雅
史

「
最
判
平
成
一
〇
年
七
月
一
七
日
解
説
」
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例

解
説
〔
一
九
九
九
年
〕
一
〇
〇
頁
参
照
）。

こ
の
点
、
会
社
法
に
お
い
て
は
、
授
権
資
本
制
度
が
適
用
さ
れ
る

公
開
会
社
で
は
、
取
締
役
会
が
定
め
た
募
集
事
項
の
株
主
へ
の
通
知

あ
る
い
は
公
告
を
要
す
る
（
会
二
〇
一
条
三
項
四
項
）。
こ
れ
に
対

し
て
公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
で
は
、
募
集
事
項
を
株
主
総
会
が

定
め
る
の
で
上
記
通
知
・
公
告
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
（
株
主
割
当

の
場
合
に
は
割
当
通
知
〔
株
主
別
の
具
体
的
新
株
引
受
権
の
通
知
〕

を
要
す
る
〔
会
二
〇
二
条
四
項
〕）。
募
集
事
項
を
定
め
る
株
主
総
会

特
別
決
議
が
存
せ
ず
、
か
つ
、
代
表
取
締
役
が
株
主
割
当
だ
と
主
張

し
て
い
る
の
に
割
当
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
事
案
も
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
質
は
株
主
総
会
決
議
の
欠
缺
で

あ
る
の
で
、
総
会
決
議
欠
缺
を
新
株
発
行
無
効
原
因
と
解
す
る
こ
と

に
な
る
。

八

本
判
決
は
、「
Ａ
の
資
産
管
理
の
た
め
に
、
Ａ
が
全
額
出
資
し

て
乙
社
が
、
乙
社
が
全
額
出
資
し
て
Ｘ
社
が
、
Ｘ
社
が
全
額
出
資
し

て
Ｙ
社
が
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
て
お
り
、
本
件
新
株
発
行
が
さ
れ
た

当
時
、
Ｘ
社
が
Ｙ
社
の
単
独
株
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
件
新
株
発
行

に
際
し
て
、
Ａ
が
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
新
株

発
行
を
無
効
と
し
て
ま
で
株
主
の
保
護
を
図
る
必
要
は
な
い
。」
と

判
示
し
て
い
る
（
Ａ
の
承
諾
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
）。

公
開
会
社
で
な
い
株
式
会
社
に
授
権
資
本
制
度
を
適
用
し
な
い
の
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は
、
既
存
株
主
の
持
株
比
率
の
維
持
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
募
集
事
項
を
決
定
す
る
株
主
総
会
決
議

が
な
く
て
も
、
代
表
取
締
役
が
な
す
新
株
発
行
を
す
べ
て
の
株
主
が

承
諾
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
新
株
発
行
を
無
効
と
す
る
必
要
は

な
い
（
株
主
総
会
決
議
を
擬
制
す
る
ま
で
も
な
い
）。
Ｙ
社
の
株
主

は
Ｘ
社
だ
け
、
Ｘ
社
の
株
主
は
乙
社
だ
け
、
乙
社
の
唯
一
の
株
主
は

Ａ
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
事
案
で
は
、
本
件
新
株
発
行
に
つ
い

て
の
Ａ
の
承
諾
は
Ｙ
社
の
す
べ
て
の
株
主
の
承
諾
と
同
視
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
本
件
判
決
の
上
記
判
示
部
分
は
支
持
で
き
よ

う
。

九

本
件
新
株
発
行
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
な
事
実
も
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
は
、
平
成
一
八
年
七
月
六
日
、
丁
社
と

の
間
で
、
本
件
新
株
の
払
込
金
に
充
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
二
〇

〇
〇
万
円
を
借
り
受
け
、
丁
社
が
Ｂ
名
義
で
本
件
新
株
の
払
込
取
扱

金
融
機
関
の
Ｙ
社
名
義
の
預
金
口
座
に
上
記
金
員
を
振
込
送
金
す
る

旨
の
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
し
、
丁
社
は
、
同
日
、
二
〇
〇
〇
万
円

を
同
口
座
に
Ｂ
名
義
で
振
込
送
金
し
た
（
な
お
、
当
時
、
Ｂ
に
は
丁

社
か
ら
の
借
入
金
二
〇
〇
〇
万
円
を
返
済
で
き
る
だ
け
の
資
力
は
な

か
っ
た
）。
そ
の
後
、
Ｙ
社
は
、
甲
社
に
対
し
、
同
年
八
月
四
日
に

合
計
九
五
〇
万
円
、
八
日
に
九
〇
〇
万
円
、
一
一
日
に
合
計
二
〇
〇

万
円
の
合
わ
せ
て
二
〇
五
〇
万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
振
込
送
金
し
、
甲
社

は
、
丁
社
に
対
し
、
同
月
七
日
と
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円

ず
つ
合
計
二
〇
〇
〇
万
円
を
Ｂ
名
義
で
振
込
送
金
し
た
。
甲
社
か
ら

丁
社
に
対
す
る
上
記
振
込
送
金
は
、
Ｂ
が
、
上
記
消
費
貸
借
契
約
に

基
づ
く
自
己
の
債
務
の
弁
済
と
し
て
、
自
ら
そ
の
手
続
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
弁
済
に
つ
き
、
Ｂ
が
、
丁
社
の
取
締
役
で
あ
っ

た
Ａ
の
承
諾
を
得
た
り
、
定
期
戦
略
会
議
で
報
告
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
上
記
消
費
貸
借
契
約
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
Ｃ
お
よ

び
Ｄ
は
、
Ａ
に
報
告
し
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
関
係
に
関
し
て
、
本

判
決
は
、「
特
に
、
上
記
…
…
認
定
の
事
実
に
加
え
、
Ｙ
社
に
お
い

て
、
上
記
払
込
金
を
会
社
資
金
と
し
て
保
有
な
い
し
利
用
し
た
形
跡

が
な
く
、
同
年
八
月
四
日
か
ら
一
一
日
の
七
日
間
に
、
Ｙ
社
が
甲
社

に
対
し
て
合
計
二
〇
五
〇
万
円
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

事
情
も
見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
新
株
の
払
込
が

見
せ
金
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
疑
わ
れ
、
ま
た
、
上
記
…
…
認
定
の

と
お
り
、
Ｂ
は
、
当
時
、
本
件
新
株
を
引
き
受
け
る
資
金
を
有
し
て

お
ら
ず
、
丁
社
に
対
す
る
弁
済
も
、
Ａ
の
承
諾
を
得
た
り
、
定
期
戦

略
会
議
で
の
報
告
も
せ
ず
に
甲
社
の
資
金
を
勝
手
に
使
っ
て
行
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
丁
社
か
ら
本
件
新
株
の
払
込
金
相
当
額
を
借
り

入
れ
て
ま
で
、
Ｂ
が
本
件
新
株
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
は
見
出
し
難
い
。」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
他
の
事
情

と
総
合
し
て
、
Ａ
が
本
件
新
株
発
行
に
同
意
・
承
諾
し
て
い
た
と
は
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認
め
ら
れ
な
い
と
の
認
定
の
根
拠
の
一
部
と
し
て
の
判
示
で
あ
る
。

本
件
新
株
発
行
の
株
金
の
払
込
は
、
見
せ
金
で
あ
っ
た
と
強
く
疑
わ

れ
る
と
す
る
の
み
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
払
込
の
効
力
に
つ
い
て

は
判
断
さ
れ
て
い
な
い
）。

仮
に
、
本
件
新
株
発
行
の
払
込
が
見
せ
金
で
あ
り
（
上
記
の
よ
う

な
事
実
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
本
件
払
込
は
見
せ
金
に
よ

る
仮
装
払
込
だ
と
判
断
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）、
か
つ
見
せ

金
に
よ
る
払
込
は
無
効
だ
と
す
る
と
（
山
本
・
前
掲
書
六
九
頁
）、

次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
代
表
取
締
役
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
募
集
事
項
を
定
め
る
株
主
総
会
特
別

決
議
を
欠
く
上
に
払
込
が
全
く
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
本
件

新
株
発
行
は
不
存
在
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
払
込
期
日
ま
た

は
払
込
期
間
内
に
払
込
を
な
さ
な
い
株
式
引
受
人
は
失
権
す
る
か
ら

（
会
二
〇
八
条
五
項
）、
本
件
新
株
発
行
に
よ
る
新
株
式
は
存
在
し
な

い
。見

せ
金
に
よ
る
払
込
の
よ
う
な
仮
装
払
込
が
行
わ
れ
る
と
、
引
受

担
保
責
任
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
二
八
〇
条
の
一
三
第
一
項
、

平
成
一
八
年
廃
止
前
商
法
特
例
法
二
一
条
の
三
六
第
二
項
）
が
廃
止

さ
れ
た
現
行
法
に
お
い
て
も
、
出
資
者
で
あ
る
株
主
間
で
不
公
平
が

生
じ
、
会
社
債
権
者
が
害
さ
れ
る
結
果
を
生
じ
る
（
山
本
・
前
掲
書

六
九
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
見
せ
金
に
よ
る
払
込
は
無
効
だ
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
株
式
振
替
制
度
に
よ
っ
て
流
通
す
る
上

場
株
式
の
場
合
に
は
、
形
式
上
存
在
す
る
無
効
な
株
式
を
特
定
す
る

こ
と
が
困
難
に
な
る
（
山
本
爲
三
郎
「
個
別
株
主
通
知
の
効
力
」

『
企
業
法
の
法
理
』〔
二
〇
一
二
年
〕
七
四
〜
七
五
頁
注
（

）
参

11

照
）。
こ
の
点
に
つ
き
、
平
成
二
三
年
一
二
月
に
法
務
省
民
事
局
参

事
官
室
か
ら
公
表
さ
れ
た
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案

の
第
１
部
第
３
の
３
は
、
仮
装
払
込
を
な
し
た
引
受
人
の
払
込
義
務

を
存
続
さ
せ
、
ま
た
、
仮
装
払
込
に
関
与
し
た
取
締
役
・
執
行
役
の

払
込
担
保
義
務
新
設
を
提
案
し
て
お
り
、
賛
成
意
見
が
多
い
（「
会

社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
意

見
の
概
要
・
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
〔
法
制
審
議
会
会
社
法
制

部
会
・
部
会
資
料

〕）。
慶
應
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
も
賛
成
意
見

19

を
公
表
し
て
い
る
（
法
学
研
究
八
五
巻
四
号
掲
載
予
定
）。
こ
の
提

案
通
り
に
会
社
法
が
改
正
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
払
込
が
仮
装
払
込

で
無
効
で
あ
っ
て
も
、
新
株
発
行
は
不
存
在
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、

仮
装
払
込
を
な
し
た
引
受
人
は
新
株
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

山
本

爲
三
郎
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